
　上場会社については２０１０年３月期の連結財

務諸表からＩＦＲＳ（国際財務報告基準）の

任意適用が認められ，実際にこれを適用した

企業が話題になるなど，日本企業のＩＦＲＳ

適用が現実のものとなり始めている。その一

方で，個別財務諸表の取扱いは解決すべき課

題も多く，関係各方面で検討されているもの

の，いまだ不透明である。これは税法とのか

かわりで重要な位置を占める「確定決算主義」

のあり方についても同様である。ＩＦＲＳの

強制適用の是非を判断する目途とされている

２０１２年，そして強制適用と判断された場合に

適用開始と見込まれる２０１５年または２０１６年に

どのような結果が出ているか，今後注目され

るところである。

　本稿では，まず現在の日本基準のコンバー

ジェンスの状況と法人税法の対応を概観した

上で，企業結合の分野である「ＩＦＲＳ３号

（企業結合）Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎｓ」（以

下「ＩＦＲＳ３号」という。）と我が国の「企

業結合に関する会計基準」（以下「企業結合

会計基準」という。），そして法人税法におけ

る「組織再編税制」との係わりについて触れ

ることとする。

１　確定決算主義

　ＩＦＲＳと法人税法とのかかわりを考える

際に常に問題となるのが「確定決算主義」で

ある。法人税法に確定決算主義を直接定義し

た規定は存在しないが，一般的には，法人税

法第７４条第１項の「内国法人は確定した決算

に基づき申告書を提出しなければならない」

旨の規定と，法人税法第２２条第４項の「当該

事業年度の収益の額及び費用等の額は一般に

公正妥当と認められる会計処理の基準に従っ

て計算するものとする」旨の規定をもってそ

のように呼ばれている。前者を形式的意義，

後者を実質的意義と説明する場合もある�。

　また，法人税法には損金経理要件，すなわ

ち，確定した決算において費用計上した額の

うち損金算入限度額以下の金額について損金

算入を認める規定が存在する。その代表例は

減価償却費の規定である。我が国では従来か

ら税法上の損金算入限度額をもって会計上の

減価償却費とする慣行があったため，監査上

も不合理と認められる事情のない限りこれを
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妥当なものと取り扱ってきた�。そのため，

いわゆる「逆基準性」と指摘される問題も生

じていた。

　このように会社の決算と密接なかかわりを

持つ法人税法は，コンバージェンスによる会

計基準の改正に大きく影響を受けることとな

る。今後，確定決算主義や損金経理要件のあ

り方についての議論などを通じて，税法の立

場から見たＩＦＲＳへの対応が明らかになっ

ていくであろう。

２　会計基準の改正と税制改正

　現在，コンバージェンスは平成２３年６月３０

日までに完了予定の中期コンバージェンスが

進行中である。既に平成２０年１２月に終了した

短期コンバージェンスに関しては，税制改正

において一定の対応がなされている。すなわ

ち，会計基準の改正を税法も容認するもの，

税法では容認できないもの，直接容認はしな

いが別の形での対応を示唆するもの，等に分

かれる。例えば，棚卸資産の評価に関する会

計基準，工事契約に関する会計基準は，税法

も基本的に容認した形で税制改正を行った例

と言えるであろう。資産除去債務に関する会

計基準については，税法の債務確定主義の立

場からこれを全く容認していない。また，減

損会計については直接容認していないが，法

人税基本通達において減損損失を減価償却費

として損金経理した金額に含まれる定めを置

くことによって，耐用年数の及ぶ期間に渡っ

て減損損失の損金化を容認する対応がなされ

ている。今後もコンバージェンスに伴う会計

基準の改正が行われるごとに，個々に税法の

理念に照らしながら必要な税制改正がなされ

ていくものと思われる。

　企業結合に関するコンバージェンス・プロ

ジェクトは，２００８年１２月に「ステップ１」に

関する改正が公表され，持分プーリング法の

廃止，取得対価の測定日，負ののれんの会計

処理，段階取得における会計処理等への対応

が図られた。「ステップ２」は２００９年７月の

論点整理の公表を終え，２０１０年９月末までに

公開草案が公表される予定である。のれんを

償却しないこととするか，また，少数株主持

分ののれんを計上することができるようにす

るか（全部のれんの可否）等の項目について，

現在，企業結合専門委員会において検討中で

あり，２０１１年３月までに最終基準化が完了し

た場合には，２０１１年４月１日からの早期適用

を認め，２０１２年４月１日からの強制適用とい

う方向で審議が行われている。

　一方，ＩＦＲＳ３号は２００８年１月に改訂が

行われた。これは国際会計基準審議会（ＩＡ

ＳＢ）と米国の財務会計基準審議会（ＦＡＳ

Ｂ）とが共同プロジェクトとして，ＩＦＲＳ

３号と米国の財務会計基準書（ＦＳＡＳ）１４１

号との改善を目的とする改訂を行ったもので

あった。主な改訂内容は，非支配持分（少数

株主持分）に帰属するのれんについて公正価

値アプローチの採用，条件付対価の認識と事

後的な変動分を原則として損益に計上，株式

の段階取得における既存の保有持分に関する

損益認識などである。この改訂によりＩＦＲ

Ｓ３号とＦＳＡＳ１４１号はほぼ同じものと

なっている。

５　企業結合と組織再編税制　

Ⅱ　企業結合に関するコンバージェンスの状況



　会計基準とは異なる規定を定めている組織

再編税制の基本的な考え方は，「原則として，

組織再編成により移転する資産等についてそ

の譲渡損益の計上を求めつつ，特例として，

移転資産等に対する支配が継続している場合

には，その譲渡損益の計上を繰り延べて従前

の課税関係を継続させる」�というものであ

る。このような支配の継続に着目した考え方

は，企業結合会計基準の「取得」にはパーチェ

ス法を用い，「共同支配企業の形成」や「共

通支配下の取引」には移転元の適正な帳簿価

額で計上するという考え方と大きく異なるも

のではないと思われるが，税法で会計基準と

同様の規定を設けられない理由のひとつに，

課税要件明確主義との関係があるのではない

かと考える。すなわち，税法は，課税庁の自

由裁量を認める結果とならないように，その

定めはなるべく一義的で明確でなければなら

ないという原則があるため，企業結合会計基

準の「共同支配企業の形成の判定基準」や

「共通支配下の取引等の範囲」に掲げられて

いる規定では，税法の見地からは判断の余地

があり過ぎ，客観性に欠けるということでは

なかろうか。

　いずれにしても，組織再編税制は，適格組

織再編の判定をはじめとする相当の部分で会

計基準とは別個の概念で規定されており，今

後もしばらくはこの状態が継続するものと思

われる。

　以上のとおり，企業結合会計基準と税法は

それぞれ別に規定を設けているため，比較自

体に難しい面があるが，組織再編税制が企業

結合会計基準との整合という観点で改正した

代表的なものに「資産調整勘定」と「負債調

整勘定」がある。これらの調整勘定は会計上

ののれんと比較的調和の取れた取扱いができ

ることを期待して制度化したものであり，必

ずしものれんと同額にはならないが，両調整

勘定が存在しなかったときに生じていた問題

�に一定の解決を与えた。ここではＩＦＲＳ

３号と企業結合会計基準におけるのれんと，

税法上の資産調整勘定について，具体的な例

を交えて比較してみる。

　なお，会計上ののれんは，株式を取得して

連結の範囲に含めた時点から連結財務諸表で

認識するため，必ずしも合併が行われた時点

で初めて計上されるものではないが，被支配

企業を合併した場合には，連結財務諸表で計

上されていたのれんを個別財務諸表に引き継

ぐ処理が行われるため�，ここでは株式取得

後にすぐ合併を行い，取得時ののれんが合併

法人に引き継がれると考えて，組織再編税制

の「資産調整勘定」及び「負債調整勘定」と

比較することとしている。

１　ＩＦＲＳ３号の取扱い

�　のれんとは

　のれんに関するＩＦＲＳ３号の定義は「企

業結合で取得されたその他の資産から生ずる

将来の経済的便益を表象する資産で，個別に

識別可能ではなく，分離して認識されないも

の」�とされている。ＩＦＲＳではのれんを

「将来の経済的便益」という性質の観点から

定義している。

�　のれんの認識と測定

　企業結合会計基準との差異が生じる部分と

して，非支配持分（少数株主持分）に対する
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のれんの認識と測定がある。ＩＦＲＳ３号で

は，以下の２法のうちいずれか１法を選択す

ることとなっているため，第１法を採用する

と非支配持分に対してものれんが計上される

結果となり，企業結合会計基準との差異が生

じる。なお，第２法を採用した場合には，差

異は生じない。

（第１法）　非支配持分を取得日の公正価値で

測定する。

（第２法）　非支配持分を被取得企業の識別可

能な純資産の取得日の公正価値に対

する非支配持分割合で測定する。

　支配持分も含めたのれん全体の測定につい

て設例で示すと以下のとおりとなる。

�　のれんの償却

　ＩＦＲＳ３号では，企業結合で取得したの

れんの償却をしてはならないとされている。

その代わりに取得企業は，国際会計基準（Ｉ

ＡＳ）３６号「資産の減損（Ｉｍｐａｉｒｍｅｎｔ　ｏｆ　

Ａｓｓｅｔｓ）」に基づいて減損テストを行うこと

とされている。なお，減損テストは，最低で

も毎期行い，減損の兆候となる事象または状

況の変化がある場合には，さらに頻繁に行わ

なければならない。

２　企業結合会計基準の取扱い

�　のれんとは

　我が国における会計基準では，のれんを「親

会社の子会社に対する投資とこれに対応する

子会社の資本との相殺消去にあたり，差額が

生じる場合には，当該差額をのれん（又は負

ののれん）とする。」と規定している�。

�　のれんの認識と測定

　現在の企業結合会計基準では，少数株主持

分に対するのれんを認識しない。これは，上

記�の規定振りからも明らかなとおり，我が

国においては，のれんをあくまでも親会社の

子会社に対する投資とこれに対応する子会社

の資本との差額として捉えており，少数株主

持分を時価評価するという考え方を採らない

ためである。

　これを【設例１】と同様の数値で示すと以

下のとおりとなる。

５　企業結合と組織再編税制　

【設例１】

（前提）

・　Ａ社はＢ社の７０％の持分を１４０で取得

した。

・　取得日時点のＢ社の識別可能純資産

の公正価値は１２０であった。

・　Ｂ社の非支配持分の公正価値は５０と

査定された。

（第１法によるのれんの計算）

�　取得対価１４０

　　＋非支配持分の公正価値５０＝１９０

�　識別可能純資産の公正価値１２０

�　�１９０－�１２０＝のれん７０＊１

　　＊１　７０のうち非支配持分に相当するの
れんは１４である。

　　　　　非支配持分の公正価値５０
　　　　　－�の非支配持分（１２０×３０％）３６
　　　　　＝１４

（第２法によるのれんの計算）

�　取得対価１４０

　　＋非支配持分の識別可能純資産の公

正価値（１２０×３０％）３６＝１７６

�　識別可能純資産の公正価値１２０

�　�１７６－�１２０＝のれん５６＊２

　　＊２　のれんに非支配持分に相当する部
分は計上されない。

【設例２】

（前提）

・　Ａ社はＢ社の７０％の持分を１４０で取得

した。

・　取得日時点のＢ社の識別可能純資産

の公正価値は１２０であった。

・　Ｂ社の少数株主持分の公正価値は５０

と査定された。



�　のれんの償却

　企業結合会計基準では，２０年以内のその効

果が及ぶ期間にわたって定額法その他の合理

的な方法により規則的にのれんを償却する。

また，減損テストに関しては，固定資産の減

損に係る会計基準に従い，減損の兆候がある

場合に減損損失の認識と測定が行われる。し

たがって，現在の基準では必ずしも毎期減損

テストが行われるわけではない。

３　組織再編税制における取扱い

�　資産調整勘定とは

　会計上ののれんに近いものとして，法人税

法における資産調整勘定及び差額負債調整勘

定がある。これらは，適格組織再編に該当し

ない，いわゆる非適格の合併等を行った場合

に限って計上され，適格組織再編の場合には

計上されない�。

�　資産調整勘定の計算

　資産調整勘定等の算定が組織再編行為の対

価の額から税務上の純資産の額（負債には「退

職給与負債調整勘定�」及び「短期重要負債

調整勘定�」が含まれる。）を控除した額とい

う差額概念である点において，会計上ののれ

んに近いが，必ずしも算定結果が一致すると

は限らない。

　【設例１】と同じ条件で，資産調整勘定の

計算を例示すると以下のとおりである。
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（のれんの計算）

�　取得対価１４０

　　＋非支配持分の識別可能純資産の公

正価値（１２０×３０％）３６＝１７６

�　識別可能純資産の公正価値１２０

�　�１７６－�１２０＝のれん５６＊１

　　＊１　のれんに少数株主持分に相当する

部分は計上されない。

【設例３】

（前提）

・　Ａ社は７０％の持分を有するＢ社と，

Ｂ社を消滅会社とする合併を行い，適

格合併の要件を満たさなかった（非適

格合併）。

・　当該合併によりＡ社はＢ社の旧株主

（Ａ社を除く３０％の少数株主持分）に

対してＡ社株式を発行し，その時価は

６０であった。

・　合併時のＢ社の純資産の時価は１２０で

あった。

・　「資産等調整差額」に相当する金額

はない。

（資産調整勘定の計算）

�　合併法人が交付した株式の時価

２００＊１

�　被合併法人の合併時の純資産の時価

１２０

�　�２００－�１２０＝資産調整勘定８０

　　＊１　Ａ社が有するＢ社株式（抱合株式）

に対しても株式の交付が行われたと

みなして計算する。

（算定式）

資産調整勘定の金額＝イ－（ロ－ハ）－ニ

イ：合併法人，分割承継法人，被現物出

資法人及び事業を譲り受けた法人が

　　交付した金銭の額及び金銭以外の資

産の価額の合計額

ロ：被合併法人，分割法人，現物出資法

人及び事業譲渡法人（以下「被合併

法人等」という。）から移転を受け

た資産の時価（営業権にあっては独

立して取引される慣習のあるものに

限る。）

ハ：被合併法人等から移転を受けた負債

の時価（負債については「退職給与

負債調整勘定」と「短期重要負債調

整勘定」を含む。）

ニ：「資産等調整差額�」に相当する金額
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�　資産調整勘定の償却

　資産調整勘定は，計上後５年間に渡って損

金の額に算入される（法法６２の８④⑤）。減

価償却費の損金算入と違い，会計上の経理処

理に係わらず損金の額に算入される，いわゆ

る強制償却である。

４　比較の結果

　以上の結果を表にまとめると次のとおりで

ある。ＩＦＲＳ３号と企業結合会計基準では，

ＩＦＲＳ３号の第２法を採用する限りのれん

の額は一致し，違いはその償却の有無となる。

今後コンバージェンス・プロジェクトのス

テップ２において，第１法との整合性も含め

て検討した結果の公開草案が公表される予定

である。

　また，税法上は，少数株主持分に対しても，

交付された組織再編の対価で資産調整勘定の

測定が行われる算式となっている点と，期間

５年による強制償却の点が特徴的である。な

お，資産調整勘定８０とＩＦＲＳ３号（第１法）

ののれん７０との差額は，資産調整勘定を計算

する際のＡ社株式の交付価額６０と，ＩＦＲＳ

３号（第１法）のＢ社非支配持分を計算する

際の公正価値評価額５０との差額に起因するも

のである。

　前項では，のれんの計上額に関する比較を

行ったが，その他の留意事例として，自己株

式を有する法人が株式交換・株式移転によっ

て子会社化された場合を取り上げる。平成１８

年度の税制改正によって税務上の自己株式の

取扱いが変わり，株式交換・株式移転の場合

に会計と税務の取扱いの違いが顕著に表れる

ため，この会計と税務の差異には注意してお

く必要がある。

１　問題の所在

　自己株式の取得があった場合，税務上はあ

たかも取得直後に消却したかのように自己株

式に対応する資本金等の額と利益積立金額が

減少される。つまり，これは税務上の帳簿価

額に自己株式を計上しないことを意味してい

る。一方，会計上は自己株式を資本の控除項

目として表示するものの帳簿価額自体がなく

なるわけではない。そうすると，会計と税務

の間で，会計上の帳簿価額に相当する額の差

異が生じている状態となる。ケースによって

はかなりの金額になることもある。その後，

自己株式の消却や処分が行わる限りにおいて

は，資本等取引として特段の問題は生じない

のであるが，自己株式を保有したまま当該会

社を完全子会社とする株式交換や株式移転が

５　企業結合と組織再編税制　

【図表】　設例によるのれん（資産調整勘定）の比較一覧

法人税法企業結合会計基準ＩＦＲＳ３号
（第２法）

ＩＦＲＳ３号
（第１法）

８０５６５６７０
のれん（資産調整

勘定）の額

５年間
２０年以内のその効

果が及ぶ期間
償却しない償却期間

－
減損の兆候がある

場合
最低でも毎期行わなければならない

減損テストの実施

時期

Ⅴ　その他の留意事例

　　　　　Ａ社以外の少数株主に対する交付

６０＋抱合株式に対するみなし交付

（６０×７０÷３０）１４０＝２００



行われると，この帳簿価額の差異が損益取引

に影響する結果となり，思わぬ課税が生じる

こととなる。具体的には次のとおりである。

　株式交換や株式移転によって完全子会社と

なる会社の株主に，完全親会社となる会社の

株式が交付される場合，完全子会社となる会

社が自己株式を保有していると，その自己株

式に完全親会社株式が割り当てられることに

なる。この場合，完全子会社における個別財

務諸表の会計処理上，企業結合会計基準に

従って時価を基準とした親会社株式の取得価

額が付され，自己株式の帳簿価額との差額に

ついては，自己株式処分差損益として処理さ

れる。その後，親会社株式を処分したとして

も譲渡損益は株式交換・株式移転の時点から

の価額の変動分のみが計上される。

　その一方で，税務上は，株式以外の資産の

交付がない株式交換・株式移転の場合，新た

に交付を受けた親会社株式の取得価額は，完

全子会社株式の帳簿価額を引き継ぐため，自

己株式の帳簿価額であるゼロが引き継がれる

ことになる。そうすると，株式交換・株式移

転の時点で既に会計上の親会社株式の取得価

額相当額の含み益を有することとなり，その

後に処分した場合には，譲渡価額の全額が譲

渡益となってしまうのである。

２　設例による解説

　例えば，Ｃ社が自己株式を取得した後に株

式交換を行った場合を考えると，以下のよう

にされる。
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　資本１２０，０００（資本金１００，０００　利益剰

余金２０，０００）であった。なお，純資産

の部に株主資本以外の額はなかった。

・　Ｃ社の自己株式取得直前期末の法人

税申告書別表五（一）に記載されている

資本金等の額は１００，０００，利益積立金

額の合計額は４０，０００である。

・　株式交換比率は１：１とし，株式交

換時のＤ社の時価は１株当たり２で

あった。

・　みなし配当に係る源泉所得税の取扱

いについては省略する。

　①　Ｃ社は少数株主から相対売買に

よって自己株式２，０００株を取得した。

なお，取得価額は３，０００であった。

　（Ｃ社の会計上の仕訳）

　（借）自　己　株　式　　３，０００

　　　（貸）現　　預　　金　　３，０００

　（Ｃ社の税務上の仕訳）

　（借）資本金等の額　　２，０００＊１

　　　　利益積立金額　　１，０００＊２

　　　（貸）現　　預　　金　　３，０００

　　＊１　減少する資本金等の額２，０００＝Ｃ

社の自己株式取得直前の資本金等の

額１００，０００÷Ｃ社の発行済株式総数

１００，０００株×取得する自己株式数

２，０００株

　　＊２　減少する利益積立金１，０００＝自己

株式の取得対価３，０００－減少する資

本金等の額２，０００

　②　その後，Ｃ社はＤ社を完全親会社

とする株式交換を行い，Ｄ社の

１００％子会社となった。

　（Ｃ社の会計上の仕訳）

　（借）親 会 社 株 式　　４，０００＊３

　　　（貸）自　己　株　式　　３，０００

　　　　　　自己株式処分差益　　１，０００

　　＊３　親会社株式の取得価額４，０００＝株

式交換時の親会社（Ｄ社）株式の時

価２×交付を受けた株式数２，０００株

（交換比率１：１）

【設例４－１】

（前提）

・　Ｃ社の発行済株式は１００，０００株であ

り，そのうち７０，０００株をＤ社が保有し

ている。

・　Ｃ社の自己株式取得時の時価は１株

当たり１．５であり，Ｃ社の貸借対照表

は，資産　１４０，０００，負債　２０，０００，株主
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　次に親会社株式を処分した場合の仕訳は以

下のとおりとなる。

３　実務上の対応

　上記のようなケースでは，会計上の売却益

以上に課税所得が生じてしまう結果となる。

これは，会計上では，株式交換・株式移転に

よって資本控除されている自己株式が親会社

株式に置き換わった時点を資本取引の対象か

ら損益取引の対象への転換として，連続性が

断たれていることに着目して，親会社株式の

取得価額に自己株式の帳簿価額を付すことを

せず，新たに受け入れる親会社株式の時価を

基礎として処理することとしている一方で，

税務上はこのような観点からの取扱いをせず

に，組織再編により交付される対価が株式か

それ以外かによる区分を行うのみであること

から生じるものである。税務上も会計基準の

ように親会社株式の交付を受けた時点で時価

取引とする規定を設ければ解消する問題であ

るが，今のところそのような規定にはなって

いない。

　実務上の対応策としては，株式交換・株式

移転が行われる前に自己株式を消却ないし処

分しておくか，あるいは，株式交換・株式移

転が行われた後であれば，課税が生じないよ

うに完全子会社から完全親会社へ移転するス

キーム（適格現物分配など）を検討すること

であろう。

（注）
�　租税調査会研究報告第２０号「会計基準のコン

バージェンスと確定決算主義」３頁　日本公認

会計士協会

�　監査・保証実務委員会報告第８１号「減価償却

に関する当面の監査上の取扱い」日本公認会計

士協会

�　「平成１３年版　改正税法のすべて」財団法人大

蔵財務協会

�　資産調整勘定及び負債調整勘定が創設される

前は，非適格組織再編を行ったときの対価の額

と移転純資産の価額との差額につき，これをど

のように取り扱うか必ずしも明確ではなく，特

に退職給付引当金の取扱いや会計上負ののれん

が生じる場合について不都合が生じていた。

�　ＩＦＲＳ３号では共通支配下の取引は適用対

象から除外されているが，ここでは説明の便宜

上，ＩＦＲＳでも日本基準と同様の処理が適用

されると仮定する。

�　ＩＦＲＳ３号　付録Ａ

�　「連結財務諸表に関する会計基準」２４項

�　法人税法６２条の８

�　一般に公正妥当と認められる会計処理の基準

に従って算定され，かつ，被合併法人等から引

継ぎを受けた従業員につき退職給与債務の引受

をすること等の一定の要件を満たす退職給付引

当金の額をいう（法人税法６２の８②一）。

�　すでに履行が確定した債務ではなく，かつ，

合併により移転を受けた事業に係る将来の債務

であり，その事業の利益に重大な影響を与える

ものであること等の一定の要件を満たすものを

いう（法人税法６２の８②二）。

�　合併等の時に交付された合併法人の株式等の

価額が合併契約等の時の価額と著しい差異を生

じている場合のその差異の額として一定の金額

をいう（法人税法施行令１２３の１０④，法人税法施

行規則２７の１６）。

５　企業結合と組織再編税制　

　（Ｃ社の税務上の仕訳）

　（借）親会社株式　　　　０

　　　（貸）自　己　株　式　　　　０＊４

　　＊４　概念上，上記の仕訳となるが実際

の仕訳は生じない。

【設例４－２】

（前提）

・　Ｃ社は親会社株式の全てを１株当た

り３で第三者に譲渡した。

　（Ｃ社の会計上の仕訳）

　（借）現　　預　　金　　６，０００

　　　（貸）親 会 社 株 式　　４，０００

　　　　　　親会社株式売却益　　２，０００※

　（Ｃ社の税務上の仕訳）

　（借）現　　預　　金　　６，０００

　　　（貸）親会社株式売却益　　６，０００※

　　※　譲渡益の差額４，０００
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